
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

数

及

び

三

分

の

一

の

数

目

次

【

公

安

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

則

【

規

則

】

○

製

菓

衛

生

師

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

生

活

衛

生

課

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

規

制

課

規

則

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

【

告

示

】

○

農

業

倉

庫

業

法

及

び

農

業

倉

庫

業

法

施

行

規

則

組

合

指

導

課

○

暴

力

団

員

等

に

対

す

る

利

益

供

与

の

禁

止

等

の

組

織

犯

罪

対

策

第

二

に

基

づ

く

知

事

に

提

出

す

る

書

類

の

様

式

の

廃

止

規

定

に

違

反

し

た

旨

の

勧

告

を

し

た

旨

の

公

表

課

○

岡

山

県

農

業

会

議

の

会

議

員

の

定

数

の

廃

止

農

村

振

興

課

○

岡

山

県

農

業

会

議

の

常

任

会

議

員

の

定

数

の

廃

〃

止

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

財

産

活

用

課

の

処

分

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

換

地

処

分

の

届

出

（

市

町

村

）

耕

地

課

○

岡

山

港

港

湾

計

画

の

変

更

港

湾

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

平成２８年３月１８日 第１１７７０号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
中

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
令

昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号

別
表
第
一

を

職

「

（

）

」

「

業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
一
の
三
の
三
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
受
験
願
書
」
を
「
製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
一
号

農
業
倉
庫
業
法
及
び
農
業
倉
庫
業
法
施
行
規
則
に
基
づ
く
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
様
式
（
平
成
十

七
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
二
号

昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号
（
岡
山
県
農
業
会
議
の
会
議
員
の
定
数
）
は
、
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
三
号

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
九
号
（
岡
山
県
農
業
会
議
の
常
任
会
議
員
の
定
数
）
は
、
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
四
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自

転

車

防

犯

登

録

番

号

標

等

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

九
〇
Ｆ
一
三
五

二
七
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
南
Ｈ
六
四
五
〇
三

二
七
イ
ン
チ

橙

一
台

岡
山
一
五
六
九
〇
六

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
西
Ｆ
〇
四
〇
五
八

二
六
イ
ン
チ

緑

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
一
〇
一
〇
八

二
六
イ
ン
チ

灰

一
台

三
Ｃ
〇
五
四
五
四
一

二
四
イ
ン
チ

黒

一
台

津
山
Ｈ
〇
七
七
九
七

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
一
六
四
三
一
〇

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

Ｋ
二
Ｅ
〇
二
四
五
六

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
〇
〇
三
七
〇
四

二
七
イ
ン
チ

紫

一
台

岡
山
南
Ｈ
一
七
〇
三
〇

二
七
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
西
Ｈ
一
七
八
五
七

二
四
イ
ン
チ

茶

一
台

岡
山
西
Ｈ
三
二
八
四
二

二
〇
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
西
Ｅ
六
八
〇
三
二

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
〇
四
二
二
六

一
六
イ
ン
チ

黒

一
台

Ｙ
Ｚ
六
Ａ
〇
〇
〇
六
六
五

二
七
イ
ン
チ

水
色

一
台

岡
山
一
六
七
五
二
六

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
西
Ｆ
一
〇
七
五
九

二
六
イ
ン
チ

緑

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
〇
二
七
八
三

二
六
イ
ン
チ

緑

一
台

岡
山
東
Ｅ
一
八
七
一
〇

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



二
六
イ
ン
チ

白

一
台

Ｐ
一
一
Ｃ
Ｂ
Ｄ
四
七
〇
〇
〇
一

二
七
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
西
Ｈ
七
五
四
三
九

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
一
月
五
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
九
三
番
一
七
号
（
県
庁
北
職
員
駐
輪
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
に
掲
げ
る
放
置
自
転
車
を

処
分
す
る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
番
号

〇
八
六

二
二
六

七
二
三
四

－
－

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

茂
曽
路
沖
川

農
業
用
用
排
水
施
設

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
八
日

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

西
七
区
支
線

号

農
業
用
用
排
水
施
設

58

西
七
区
支
線

号

〃

73

西
七
区
支
線

号

〃

86

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
八
日

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
六
号

（

）

、

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
東
区
宝
伝
三
七
三
〇

二

豊
田

次
郎

－

岡
山
市
東
区
久
々
井
一
五
五
八

伊
加

昭
一

二

加
入
区

朝
日

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

朝
日
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



〔
九
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
者

赤
磐
市
長

二

地
区
名

日
古
木
地
区

三

換
地
処
分
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



〔
九
八
〕
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
港
港

湾
計
画
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
港

港
湾
管
理
者

岡

山

県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

変
更
事
項

１

公
共
埠
頭
計
画

ふ

高
島
地
区

埠
頭
用
地

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
荷
捌
き
施
設
用
地
及
び
保
管
施
設
用
地
）

ふ

さ
ば

２

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

高
島
地
区

緑
地

三
ヘ
ク
タ
ー
ル

３

土
地
利
用
計
画

高
島
地
区

用

途

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

埠
頭
用
地

十
三
（
十
三
）

ふ港
湾
関
連
用
地

十
三
（
十
三
）

工
業
用
地

十
七
（
十
七
）

交
通
機
能
用
地

三
（
三
）

緑
地

十
一
（
十
一
）

合
計

五
十
六
（
五
十
六
）

注

（

）
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
区
域
の
保
全
に
特

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



に
密
接
に
関
連
す
る
土
地
利
用
計
画
に
係
る
数
値
で
内
数
で
あ
る
。

、

。

端
数
処
理
の
た
め

内
訳
の
数
値
の
和
は
必
ず
し
も
表
中
の
合
計
の
数
値
と
は
な
ら
な
い

二

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
土
木
部
港
湾
課
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〔
九
九
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

真
庭
市
久
世
字
佐
藤
坊
一
六
〇
四
番
一
、

五
・
五
〇

三
四
・
二
〇

建
第
六
〇
一
一
号

一
六
〇
四
番
九

平
成
二
十
八
年
三
月

八
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
二
六
二

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
五
、
三
八
三

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
一
、
八
二
三

高

梁

市

九
、
〇
七
三
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岡

山

市

中

区

三
八
、
六
一
六

新

見

市

八
、
八
一
六

岡

山

市

東

区

二
六
、
〇
一
四

備

前

市

・

和

気

郡

一
四
、
三
九
八

岡

山

市

南

区

四
五
、
二
三
五

瀬

戸

内

市

一
〇
、
五
二
八

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
一
、
四
八
四

赤

磐

市

一
二
、
一
二
六

津
山
市
・
苫
田
郡
・

三
六
、
四
八
四

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
三
、
五
四
七

勝

田

郡

玉

野

市

一
七
、
四
五
〇

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
六
五
五

笠

岡

市

一
四
、
三
二
三

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
二
、
八
六
五

井

原

市

・

小

田

郡

一
五
、
八
〇
八

久

米

郡

五
、
七
四
七

総

社

市

一
八
、
〇
三
二
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

通
訳
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
六
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

一
般
国
道
二
号

イ

備
前
市
三
石
二
九
三
二
番
一
地
先
兵
庫
県
境
か
ら
笠

岡
市
用
之
江
七
九
六
二
番
地
先
広
島
県
境
に
至
る
間

ロ

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂
一
二
八
六
番
一
二
地
先
か
ら
倉

敷
市
玉
島
八
島
一
四
六
番
四
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
六
の
項
中
「
岡
山
市
南
区
青
江
六
丁
目
九
三
五
番
一
」
を
「
岡
山
市
北
区
表
町
三
丁
目

一
九
番
一
〇
八

に
改
め

同
表
の
十
一
の
項
中

岡
山
市
北
区
表
町
三
丁
目
一
九
番
一
〇
八

を

岡

」

、

「

」

「

山
市
北
区
東
中
央
町
一
番
一
〇
一
」
に
改
め
、
同
表
の
十
四
の
項
中
「
倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
二
四
三
四

番
一
」
を
「
倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
二
六
五
七
番
三
」
に
改
め
、
同
表
の
十
七
の
項
中
「
岡
山
市
北
区
大

供
二
丁
目
一
番
一
〇
一
」
を
「
岡
山
市
北
区
南
中
央
町
二
番
一
二
四
」
に
改
め
、
同
表
の
四
十
の
項
ロ

中
「
倉
敷
市
水
島
川
崎
通
一
丁
目
一
番
五
一
八
」
を
「
倉
敷
市
亀
島
一
丁
目
六
番
一
九
」
に
改
め
、
同

表
の
四
十
の
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

四
十
の
三

一
般
県
道
倉
敷
西

倉
敷
市
亀
島
一
丁
目
六
番
一
九
地
先
か
ら
倉
敷
市
広
江
二

環
状
線

丁
目
一
五
番
三
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
四
十
五
の
四
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

四
十
五
の
五

岡
山
市
道
野
田

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
〇
一
地
先
か
ら
岡
山

七
一
号
線

市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
二
四
地
先
に
至
る
間
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四
十
五
の
六

岡
山
市
道
野
田

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
〇
四
地
先
か
ら
岡
山

七
三
号
線

市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
〇
一
地
先
に
至
る
間

四
十
五
の
七

岡
山
市
道
北
長

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
二
四
地
先
か
ら
岡
山

瀬
表
町
野
田
線

市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
二
四
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
中
五
十
七
の
八
の
項
を
五
十
七
の
十
四
の
項
と
し
、
五
十
七
の
七
の
項
を
五
十
七
の
十
三

の
項
と
し
、
五
十
七
の
六
の
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

五
十
七
の
七

倉
敷
市
道
北
海

倉
敷
市
水
島
海
岸
通
二
丁
目
七
番
一
地
先
か
ら
倉
敷
市
水

岸
通
線

島
川
崎
通
一
丁
目
四
番
三
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
八

倉
敷
市
道
矢
柄

倉
敷
市
水
島
海
岸
通
一
丁
目
五
番
一
地
先
か
ら
倉
敷
市
水

中
通
二
号
線

島
中
通
一
丁
目
一
番
三
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
九

倉
敷
市
道
水
島

倉
敷
市
水
島
川
崎
通
一
丁
目
四
番
三
地
先
か
ら
倉
敷
市
水

西
通
八
号
線

島
中
通
二
丁
目
一
番
一
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
十

倉
敷
市
道
水
島

倉
敷
市
水
島
西
通
二
丁
目
一
番
一
地
先
か
ら
倉
敷
市
水
島

西
通
一
〇
号
線

西
通
二
丁
目
一
番
一
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
十
一

倉
敷
市
道
水

倉
敷
市
水
島
西
通
一
丁
目
一
九
五
八
番
二
二
地
先
か
ら
倉

島
西
通
一
一
号
線

敷
市
水
島
西
通
一
丁
目
一
九
四
八
番
一
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
十
二

倉
敷
市
道
水

倉
敷
市
水
島
西
通
一
丁
目
一
九
四
八
番
一
地
先
か
ら
倉
敷

島
西
通
一
二
号
線

市
水
島
西
通
一
丁
目
一
九
五
八
番
二
二
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
中
六
十
一
の
三
の
項
を
六
十
一
の
五
の
項
と
し
、
六
十
一
の
二
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。
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六
十
一
の
三

赤
磐
市
道
穂
崎

赤
磐
市
立
川
八
三
四
番
一
地
先
か
ら
赤
磐
市
立
川
三
六
四

立
川
側
道
二
号
線

番
一
地
先
に
至
る
間

六
十
一
の
四

赤
磐
市
道
立
川

赤
磐
市
立
川
三
六
四
番
一
地
先
か
ら
赤
磐
市
長
尾
四
一
〇

穂
崎
線

番
三
地
先
に
至
る
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
八
年
六
月
三

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
厚
生
町
三
丁

施
設
警
備
業
務

日
（
金
曜
日
）
か
ら
同

午
後
五
時
ま
で

目
一
番
一
五
号

月
十
三
日
（
月
曜
日
）

岡
山
商
工
会
議
所

ま
で
（
土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く

）
の
七

。

日
間

二

講
習
対
象
者

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

。

も
の
に
限
る

）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

。

う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

（

。
）

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二
項
に

。

規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
者

。

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

。

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
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三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)
ア

二
１
に
該
当
す
る
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者

（

「

」

。
）

等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面

以
下

警
備
業
務
従
事
証
明
書

と
い
う

及
び
履
歴
書

イ

二
２
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。

ウ

二
３
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

エ

二
４
に
該
当
す
る
者

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

オ

二
５
に
該
当
す
る
者

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
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三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

四
万
七
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

四
十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ

て
も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
平
成
二
十
八
年
度
警
備
業
講
習
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
に

よ
り
決
定
し
た
者
が
行
う
予
定

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
た
め
、
同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

勧
告
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

島
根
県
出
雲
市
斐
川
町
併
川

氏
名

天
喰

康
年

二

勧
告
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日

三

勧
告
の
原
因
と
な
る
事
実

天
喰
康
年
は
、
指
定
暴
力
団
六
代
目
山
口
組
大
同
会
組
員
で
あ
り
、
か
つ
、
岡
山
市
北
区
厚
生
町

二
丁
目
一
八
番
八
号
所
在
の
指
定
暴
力
団
六
代
目
山
口
組
二
代
目
大
石
組
事
務
所
に
同
組
の
維
持
及

び
運
営
を
支
援
す
る
た
め
に
出
入
り
し
て
い
た
者
で
あ
る
が
、
同
人
が
中
心
と
な
っ
て
施
工
し
た
同

事
務
所
の
駐
車
場
新
設
工
事
に
関
し
、
土
木
工
事
等
を
業
と
す
る
事
業
者
に
対
し
、
外
壁
の
解
体
工

事
、
資
機
材
の
準
備
及
び
運
搬
の
一
部
を
依
頼
し
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
頃
か
ら
同
月
五
日

頃
ま
で
の
間
、
同
事
業
者
が
依
頼
ど
お
り
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
、
暴
力
団
の
運
営
に
資

す
る
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

四

勧
告
の
内
容

事
業
者
か
ら
、
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
運
営
に
資
す
る
目
的
で
、
金
品
そ
の
他
の
財
産

上
の
利
益
の
供
与
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

平成２８年３月１８日　岡山県公報　第１１７７０号


